
第４号議案 

 

 

愛南町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

愛南町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 
愛南町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年愛南町条例第51号)の一部を次

のように改正する。 
 第２条第７号及び第９条(見出しを含む。)中「及びし尿処理」を削る。 
 第11条中「及び環境衛生センターにおける夜間のごみ焼却業務に従事した職員」
を削る。 
別表ごみ処理及びし尿処理に従事する職員の特殊勤務手当の項中「及びし尿処理」

を削り、「月額5,000円」を「日額250円」に改め、同表火葬業務及び火葬処理に従
事する職員の特殊勤務手当の項中「月額5,000円」を「日額250円」に改め、同表夜
間勤務に従事する職員の特殊勤務手当の項中 

「 
(１) あけぼの荘 日額250円 

(２) 環境衛生センター １回につき1,000円 
 」 

を 

「 
あけぼの荘 日額250円 

 」 
に改める。 

附 則 
この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

令和６年３月８日提出 

 

 

愛南町長 清水 雅文   

 

 

 

提案理由 

 特殊勤務の実情に応じ、手当について月額支給等の見直しを行うた

め。 
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愛南町職員の特殊勤務手当に関する条例 新旧対照表 

現     行 改  正  案 

第１条 略 第１条 略 

(特殊勤務手当の種類) (特殊勤務手当の種類) 

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとお

りとする。 

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとお

りとする。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

(７) ごみ処理及びし尿処理に従事する

職員の特殊勤務手当 

(７) ごみ処理      に従事する

職員の特殊勤務手当 

(８)、(９) 略 (８)、(９) 略 

第３条～第８条 略 第３条～第８条 略 

(ごみ処理及びし尿処理に従事する職員の

特殊勤務手当) 

(ごみ処理      に従事する職員の

特殊勤務手当) 

第９条 ごみ処理及びし尿処理に従事する

職員の特殊勤務手当は、ごみ処理及びし

尿処理に従事する職員が、ごみ処理及び

し尿処理に従事したときに支給する。 

第９条 ごみ処理      に従事する

職員の特殊勤務手当は、ごみ処理及びし

尿処理に従事する職員が、ごみ処理及び      

し尿処理に従事したときに支給する。 

第10条 略 第10条 略 

 (夜間勤務に従事する職員の特殊勤務手

当) 

(夜間勤務に従事する職員の特殊勤務手

当) 

第11条 夜間勤務に従事する職員の特殊勤

務手当は、あけぼの荘における夜間勤務

に従事した職員及び環境衛生センターに

おける夜間のごみ焼却業務に従事した職

員に対して支給する。 

第11条 夜間勤務に従事する職員の特殊勤

務手当は、あけぼの荘における夜間勤務

に従事した職員及び環境衛生センターに

おける夜間のごみ焼却業務に従事した職

員に対して支給する。 

第12条～第4条 略 第12条～第14条 略 

別表(第13条関係) 別表(第13条関係) 

 手当の種類 手当の額   手当の種類 手当の額  

 中略   中略  

 ごみ処理及び

し尿処理に従

事する職員の

特殊勤務手当 

月額5,000円   ごみ処理及び

し尿処理に従

事する職員の

特殊勤務手当 

日額250円円  

 火葬業務及び

火葬処理に従

事する職員の

特殊勤務手当 

月額5,000円 

 

  火葬業務及び

火葬処理に従

事する職員の

特殊勤務手当 

日額250円円 

 

 

夜間勤務に従

事する職員の

特殊勤務手当 

(１) あけぼの荘 日

額250円 

夜間勤務に従

事する職員の

特殊勤務手当 

   あけぼの荘 日

額250円 

(２) 環境衛生センタ

ー １回につき

1,000円 

(２) 環境衛生センタ

ー １回につき

1,000円 

  

 


